
触があれば、保健所が入って、必ず接
触者検診および２年間の経過観察とい
うものが入りますので、発病者が明確
にいらっしゃるご家庭はしっかりフォ
ローされると思います。ですから、心
配されなくてもいいと思います。
　池田　神経質になる必要はなくて、
結核がよく治療されているという確認
があれば、特に心配ないということで
すね。
　永井　そうですね。
　池田　年齢がある程度重要なファク
ターですので、４歳を過ぎてくれば、
海外から帰ってこられても、BCGは打
たなくていいということになりますね。
　永井　基本的にはあまり積極的に打
たなくていいと思います。
　池田　親御さんがどうしても心配で
打ちたいという場合は、これは自費に
なるわけでしょうか。
　永井　自費になります。

　池田　そこが問題ですね。
　永井　１歳までは定期接種ですが、
それ以降は自費になります。
　池田　最後に一つおうかがいしたい
のですけれども、今高齢者にすごく結
核が多いとおっしゃったのですが、将
来的に結核の罹患率というのはどうな
っていくと推測されているのでしょう
か。
　永井　今、結核の罹患率は人口10万
対16.7、欧米先進国は３、４の世界で
すから、４倍ぐらい高い。日本は結核
中蔓延国です。ただ、先生がおっしゃ
るように、高齢者の方が結核患者さん
の大部分を占めていますので、その方
たちの発病が減れば、確実に結核患者
さんは減っていくと思います。毎年減
っていますので、それは時間の問題と
いうことで、欧米先進国に追いつくと
思っています。
　池田　ありがとうございました。

　池田　学校感染症第３種感染症の出
席可能時期と予防接種開始の時期につ
いて、何か目安がありますかという質
問です。
　まず、学校感染症という言葉ですが、
これはどのようなものを包括するので
しょうか。

　宮入　学校保健安全法という法律が
ありまして、これは学校において生徒
や職員が健康を保持して、教育活動が
安全に行われるために設置された法律
です。その中で学校で特に予防したい
感染症、特に小児期に流行するものを
学校感染症と定めています。

学校感染症

国立成育医療研究センター感染症科医長
宮　入　　烈

（聞き手　池田志斈）

　学校感染症第３種感染症の出席可能時期と予防接種開始の時期の目安について。
　今回の学校保健安全法の改定では、第３種感染症の治癒の基準が非常にあい
まいで、主治医の判断というのはやや無責任な気がします。第１種、第２種と
違い、「症状により学校医その他の医師において感染のおそれがない」という基
準は、現場の混乱を招く可能性が高い。そこで、以下の２つの質問に、小児科専
門医以外の学校医でもわかるように具体的かつ普遍的な対応をご教示ください。
　１．皮膚症状のある第３種感染症で発熱を伴う場合は、感染のおそれがない

と判断するのは解熱後、どれくらいの期間を想定すればよいか（具体的
に、伝染性紅斑、手足口病、ヘルパンギーナ、単純ヘルペス感染、溶連
菌感染症、伝染性軟属種など）。

　２．第３種感染症の予防接種開始時期の目安についての対応はどうすればよ
いか。皮膚症状のある第３種感染症で発熱を伴わない場合は、皮膚症状
（伝染性紅斑なら紅斑、手足口病・ヘルパンギーナの口内疹・四肢の発疹、
溶連菌の発疹など）があっても、予防接種はいつから可能か。さらに、
熱を伴った場合は、解熱後どれくらいの時間をあければ接種が可能か。

＜神奈川県開業医＞

4 （724） ドクターサロン58巻10月号（9 . 2014） ドクターサロン58巻10月号（9 . 2014） （725）  5

1410本文.indd   4-5 14/09/17   16:03



　学校感染症は、第１種感染症、第２
種感染症、第３種感染症、さらに「第
３種感染症その他」に分類されていま
す。第１種感染症は感染症法で定めら
れている、エボラ出血熱であるとか、
クリミア・コンゴ出血熱、鳥インフル
エンザなどの仰々しいもので、万が一、
これらの疾患にかかった場合は法律に
基づき就学停止や措置入院が必要にな
りますので、学校に出席する以前の問
題です。
　第２種感染症という分類は学校感染
症に特徴的で、小児期に流行し、飛沫
感染や空気感染で伝播しやすいインフ
ルエンザ、百日咳、麻疹、風疹などが
含まれます。これらについては学校保
健安全法に出席停止期間などが明記さ
れています。例えば麻疹であれば解熱
後３日を経過するまでは出席停止、イ
ンフルエンザであれば発症後５日を経
過し、解熱後に２日間経過しているこ
とが求められます。
　第３種感染症の多くは接触感染で伝
播していく感染症で、コレラ、赤痢、
腸管出血性大腸菌O157などが含まれま
す。これらも治癒するまで登校しては
いけないなどの規制があり、一部は感
染症法により取り扱いが定められてい
て、明文化されているのでわかりやす
いと思います。
　「第３種感染症その他」の感染症に
は質問者が書かれているような伝染性
紅斑（いわゆるリンゴ病）、手足口病

など、小児期に皆かかるようなウイル
スや細菌による感染症が含まれていま
す。これらについては学校保健安全法
では、「医師の判断で感染性のおそれ
がなくなるまで出席停止」とされてい
て、これが非常にわかりにくいゆえん
であると思います。
　池田　先ほどお話がありましたが、
学校保健安全法の改定で、第３種感染
症その他の治癒の基準が非常にあいま
いになっている。症状により、学校医、
その他の医師において感染のおそれが
ないという判断があれば、例えば出席
とかは問題ないということになってい
るけれども、この先生の質問では、小
児科専門医以外の学校医でもわかるよ
うな、何かそういった判断の内容につ
いて、具体的あるいは普遍的な対応法
があるのか、ということです。
　今いろいろな疾患がありますけれど
も、例えば熱がなくなって最低で何日
とか、最長で何日とか、ある程度わか
れば、という質問だと思います。例え
ば皮膚症状のある第３種感染症、伝染
性紅斑等ですが、感染のおそれがない
と判断するのは解熱後どのくらいの期
間があればいいのでしょうか。
　宮入　普遍的な対応があれば非常に
よいのですが、実際には個別の対応が
必要になります。ただ、大ざっぱにい
いまして、解熱して状態が安定してい
るということ、消化器症状があるよう
な疾患であれば、下痢や嘔吐がなくな

るなど、良識的な判断で事足ります。
　医学的には、罹患した患者について
感染性がなくなるか十分に低くなって
いること、さらに、学校への出席を停
止することが、感染の伝播予防に有効
だという根拠があれば、一番しっくり
しますが、個々の疾患について細則が
決まっているとは限りません。
　そのなかでぜひ参考にしていただき
たいのは小児科学会予防接種・感染対
策委員会が作成している「学校・幼稚
園・保健所において予防すべき感染症
の解説」で、小児科学会のホームペー
ジからもダウンロードできるようにな
っています。この中に個々の疾患につ
いての細かな記載があります。
　先ほどの質問にありました伝染性紅
斑については、発疹が出たらもうすで
に感染力がなくなっているので、多く
は診断した時点で出席可能となります。
　池田　手足口病であるとかヘルパン
ギーナ、この辺はいかがですか。
　宮入　手足口病やヘルパンギーナは、
エンテロウイルス属に含まれる、コク
サッキーウイルスA16型やエンテロウ
イルス71型などによって起こる疾患で
すが、熱が下がって状態が安定してい
れば出席してかまいません。厳密にい
えば、ウイルスの排泄は数週間から数
カ月かかりますが、そこまでの隔離は
現実的ではありませんし、ウイルスの
排泄量も下がるので必要のない対応だ
と考えられます。

　ただし、手足に発疹が残っている場
合、口の中にアフタがある場合の登校
制限については明記されていません。
私自身の考えですが、手足の水疱には
ウイルスが存在しますので、水疱が沢
山あり衛生行動が取れないようであれ
ば、少し控えていただく。口内炎につ
いては登校可能だと思います。
　池田　それに絡んで質問は、予防接
種開始時期についてどう判断すればい
いかということですけれども、先ほど
お話しいただいた期間が過ぎたあとに、
この先生は予防接種を行えばいいのか
と書いてあります。おそらくほかの予
防接種だと思うのですけれども、例え
ば伝染性紅斑が終わったあと、どのく
らいの時期でほかの、例えばインフル
エンザの予防接種を受けていいのでし
ょうか。
　宮入　これも日常診療では、悩まし
いところだと思います。感染症にかか
ったあとの予防接種が安全かつ有効な
のかという疑問、またワクチンの副反
応と風邪の合併症の見分けがつかなく
なる紛れ込み事象の懸念について考え
る必要があります。
　これに関しては、米国やカナダで前
方視的に検討した研究がありまして、
軽い感染症にかかっている群とかかっ
ていない群にワクチンを打ち、有害事
象について調査を行っています。生ワ
クチンについては問題となるような副
反応の増加は認められず、抗体のつき
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　学校感染症は、第１種感染症、第２
種感染症、第３種感染症、さらに「第
３種感染症その他」に分類されていま
す。第１種感染症は感染症法で定めら
れている、エボラ出血熱であるとか、
クリミア・コンゴ出血熱、鳥インフル
エンザなどの仰々しいもので、万が一、
これらの疾患にかかった場合は法律に
基づき就学停止や措置入院が必要にな
りますので、学校に出席する以前の問
題です。
　第２種感染症という分類は学校感染
症に特徴的で、小児期に流行し、飛沫
感染や空気感染で伝播しやすいインフ
ルエンザ、百日咳、麻疹、風疹などが
含まれます。これらについては学校保
健安全法に出席停止期間などが明記さ
れています。例えば麻疹であれば解熱
後３日を経過するまでは出席停止、イ
ンフルエンザであれば発症後５日を経
過し、解熱後に２日間経過しているこ
とが求められます。
　第３種感染症の多くは接触感染で伝
播していく感染症で、コレラ、赤痢、
腸管出血性大腸菌O157などが含まれま
す。これらも治癒するまで登校しては
いけないなどの規制があり、一部は感
染症法により取り扱いが定められてい
て、明文化されているのでわかりやす
いと思います。
　「第３種感染症その他」の感染症に
は質問者が書かれているような伝染性
紅斑（いわゆるリンゴ病）、手足口病

など、小児期に皆かかるようなウイル
スや細菌による感染症が含まれていま
す。これらについては学校保健安全法
では、「医師の判断で感染性のおそれ
がなくなるまで出席停止」とされてい
て、これが非常にわかりにくいゆえん
であると思います。
　池田　先ほどお話がありましたが、
学校保健安全法の改定で、第３種感染
症その他の治癒の基準が非常にあいま
いになっている。症状により、学校医、
その他の医師において感染のおそれが
ないという判断があれば、例えば出席
とかは問題ないということになってい
るけれども、この先生の質問では、小
児科専門医以外の学校医でもわかるよ
うな、何かそういった判断の内容につ
いて、具体的あるいは普遍的な対応法
があるのか、ということです。
　今いろいろな疾患がありますけれど
も、例えば熱がなくなって最低で何日
とか、最長で何日とか、ある程度わか
れば、という質問だと思います。例え
ば皮膚症状のある第３種感染症、伝染
性紅斑等ですが、感染のおそれがない
と判断するのは解熱後どのくらいの期
間があればいいのでしょうか。
　宮入　普遍的な対応があれば非常に
よいのですが、実際には個別の対応が
必要になります。ただ、大ざっぱにい
いまして、解熱して状態が安定してい
るということ、消化器症状があるよう
な疾患であれば、下痢や嘔吐がなくな

るなど、良識的な判断で事足ります。
　医学的には、罹患した患者について
感染性がなくなるか十分に低くなって
いること、さらに、学校への出席を停
止することが、感染の伝播予防に有効
だという根拠があれば、一番しっくり
しますが、個々の疾患について細則が
決まっているとは限りません。
　そのなかでぜひ参考にしていただき
たいのは小児科学会予防接種・感染対
策委員会が作成している「学校・幼稚
園・保健所において予防すべき感染症
の解説」で、小児科学会のホームペー
ジからもダウンロードできるようにな
っています。この中に個々の疾患につ
いての細かな記載があります。
　先ほどの質問にありました伝染性紅
斑については、発疹が出たらもうすで
に感染力がなくなっているので、多く
は診断した時点で出席可能となります。
　池田　手足口病であるとかヘルパン
ギーナ、この辺はいかがですか。
　宮入　手足口病やヘルパンギーナは、
エンテロウイルス属に含まれる、コク
サッキーウイルスA16型やエンテロウ
イルス71型などによって起こる疾患で
すが、熱が下がって状態が安定してい
れば出席してかまいません。厳密にい
えば、ウイルスの排泄は数週間から数
カ月かかりますが、そこまでの隔離は
現実的ではありませんし、ウイルスの
排泄量も下がるので必要のない対応だ
と考えられます。

　ただし、手足に発疹が残っている場
合、口の中にアフタがある場合の登校
制限については明記されていません。
私自身の考えですが、手足の水疱には
ウイルスが存在しますので、水疱が沢
山あり衛生行動が取れないようであれ
ば、少し控えていただく。口内炎につ
いては登校可能だと思います。
　池田　それに絡んで質問は、予防接
種開始時期についてどう判断すればい
いかということですけれども、先ほど
お話しいただいた期間が過ぎたあとに、
この先生は予防接種を行えばいいのか
と書いてあります。おそらくほかの予
防接種だと思うのですけれども、例え
ば伝染性紅斑が終わったあと、どのく
らいの時期でほかの、例えばインフル
エンザの予防接種を受けていいのでし
ょうか。
　宮入　これも日常診療では、悩まし
いところだと思います。感染症にかか
ったあとの予防接種が安全かつ有効な
のかという疑問、またワクチンの副反
応と風邪の合併症の見分けがつかなく
なる紛れ込み事象の懸念について考え
る必要があります。
　これに関しては、米国やカナダで前
方視的に検討した研究がありまして、
軽い感染症にかかっている群とかかっ
ていない群にワクチンを打ち、有害事
象について調査を行っています。生ワ
クチンについては問題となるような副
反応の増加は認められず、抗体のつき
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方も問題ないことが報告されています。
したがって、おおむね有効かつ安全と
いえそうです。
　それならば、風邪の急性期にあえて
ワクチンを打つのかというと、不活化
ワクチンなどは打ったあとに腫れたり
とか、熱が出たりという現象が比較的
よく起こりますので、打ったあとに風
邪との区別がつきにくくならないよう
に、避けていただくのが無難です。良
識的に考えて、１～２週間はあけて打
ちましょうと指導することが多いと思

います。ただし、麻疹については４週
間、水痘、風疹、おたふくかぜについ
ては２～４週間ほどあけることが勧め
られています。
　池田　解熱後、１～２週間たてば、
例えばインフルエンザのワクチンを打
ってもかまわないということですね。
　宮入　そうですね。
　池田　詳しくは小児科学会のガイド
ラインを参照していただければと思い
ます。どうもありがとうございました。

　池田　先生、まず炎症性腸疾患（IBD）
これはどのような疾患であるのか、お
話しいただきたいと思います。
　日比　実は潰瘍性大腸炎という病気
とクローン病という病気（慢性の下痢、
慢性炎症を腸管にもたらす疾患）、こ
の２つを総称していますが、潰瘍性大
腸炎は大腸にだけ炎症が起きる。クロ
ーン病のほうは病変がスキップして起
きますけれども、口から肛門までどこ
でも起きるという、両方とも慢性の消
化管の炎症性疾患です。
　池田　ということは、クローン病の
ほうがより重症であると。
　日比　そうですね。炎症も全層性で
すので、重症のことが多いですね。
　池田　一般の慢性の下痢ということ
になりますので、鑑別疾患としてはど
のようなものがあるのでしょうか。
　日比　原則としてこの２つの病気は

原因がわからず、非特異的ですので、
ほかの特異的な疾患を鑑別するという
ことは確かに大事なことです。急性の
感染性の下痢とか薬剤性の下痢、それ
から慢性のものでも過敏性腸症候群と
か、そういうものをはっきりと鑑別し
ていく必要があります。
　池田　臨床的な鑑別ということは、
例えば逆に言いますと、過敏性腸症候
群などに比べて重篤であって、罹患期
間が長いとか、そういったことで疑う
ことになるのでしょうか。
　日比　過敏性腸症候群でも重篤な下
痢の場合もありますし、IBDでも非常
に軽い下痢で、少し出血するというこ
とがあります。腹痛を伴うこととか、
非常に似ているところもあるのですが、
出血をするということが一つの目安に
なるかと思います。
　過敏性腸症候群の場合は、健康でい

実地診療における炎症性腸疾患

北里大学炎症性腸疾患先進治療センター長
日　比　紀　文

（聞き手　池田志斈）

　実地診療での炎症性腸疾患のみかたについてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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